
資料15 鎌倉市気候非常事態宣言 

 

今、地球はかつてないほどの危機に瀕しています。 

世界各地で、猛暑、干ばつ、集中豪雨や超大型台風等の異常気象による甚大な被害が発生し、私たち

人類の生命を脅かしています。 

 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の報告書によると、気候システムの温暖化は疑う余地が

ないこと、自然的要因だけでなく人間による影響が近年の温暖化の支配的な要因であった可能性が

極めて高いこと、気候変動はすべての大陸と海洋にわたり、自然及び人間社会に影響を与えているこ

と、温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化と気候システムの全ての要素に長期にわたる変化

をもたらし、それにより、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたる影響を生じる可能性が高まるとさ

れています。 

 

この危機に対処するため、世界では「脱炭素」社会を目指した動きが加速しています。 

この地球に生きるものは、誰も気候変動の影響から逃れることはできません。しかし、未来の地球の

ためにできることがあります。 

地球の危機、人類の危機を救うことができるのは、私たち一人ひとりの行動です。 

 

本市は、ＳＤＧｓ未来都市として、地球温暖化による気候変動の対策に注力して持続可能な社会を実

現するため、ここに気候非常事態であることを宣言します。 

 

１ 気候危機の現状について市民や事業者と情報を共有し、協働して全力で気候変動対策に取り組み

ます。 

 

２ 2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにすることを目指します。 

 

３ 市民の命を守るため、気候変動の適応策として風水害対策等を強化します。 

 

みらいの地球のために脱炭素を目指す「緩和策」と今ある危機に対応する「適応策」を進めます。 

 

- 169 -


